
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

利用可能な帯域の全部または一部を 利用端末に開放す
るアクセスポイントと、該アクセスポイントと通信ネットワークを介して接続されると共
に該アクセスポイントが開放する帯域の情報を登録し管理するためのアクセス管理サーバ
とを有する無線ＬＡＮシステムにおける前記アクセス管理サーバであって、
　前記帯域を開放するアクセスポイントの所有者 会員登録を受
け付ける 該会員の個人情報及び会員の所有するアクセスポイントに関する情報を登
録するための会員登録手段と、
　前記アクセスポイントで提供される帯域の情報を登録するための帯域登録手段と、
　 利用端末から前記アクセス
ポイントを介した接続要求を受け付けた場合に、該利用端末の認証を行うための端末認証
手段と、
　前記端末認証手段による利用端末の認証が正常に行われた場合に、前記アクセスポイン
トに対して、当該利用端末による帯域の利用を許可するように通知するための利用許可通
知手段と、
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予め通信サービスの会員として登録された会員の利用端末と、前記通信サービスの会員に
所有され、 当該所有者以外の会員の

を前記会員として登録する
際に、

前記帯域を開放するアクセスポイントの所有者以外の会員の

前記アクセスポイントにおける利用度数の情報と、前記利用端末における利用度数の情
報を所定の期間ごとに受信するための利用度数受信手段と、
　前記アクセスポイントにおける利用度数の情報と、前記利用端末における利用度数の情



　を具備することを特徴とする無線ＬＡＮシステムのアクセス管理サーバ。
【請求項２】

利用可能な帯域の全部または一部を 利用端末に開放す
る中継用端末と、 利用可能な帯域の全部または一部
を 前記中継用端末に開放するアクセスポイントと、前記アクセス
ポイントと通信ネットワークを介して接続されると共に前記アクセスポイント及び中継用
端末が開放する帯域の情報を登録し管理するためのアクセス管理サーバとを有する無線Ｌ
ＡＮシステムにおける前記アクセス管理サーバであって、
　前記アクセスポイント及び中継用端末の所有者 会員登録を受
け付ける 該会員の個人情報及び会員の所有するアクセスポイント及び中継用端末に
関する情報を登録するための会員登録手段と、
　前記アクセスポイント及び中継用端末で開放される帯域の情報を登録するための帯域登
録手段と、
　 利用端末から前記中継用端
末及びアクセスポイントを介した接続要求を受け付けた場合に、該利用端末及び中継用端
末の認証を行うための端末認証手段と、
　前記端末認証手段による利用端末及び中継用端末の認証が正常に行われた場合に、前記
アクセスポイント及び中継用端末に対して、当該利用端末による帯域の利用を許可するよ
うに通知するための利用許可通知手段と、

　を具備することを特徴とする無線ＬＡＮシステムのアクセス管理サーバ。
【請求項３】

利用可能な帯域の全部または一部を 利用端末に開放す
るアクセスポイントと、該アクセスポイントと通信ネットワークを介して接続されると共
に該アクセスポイントが開放する帯域の情報を登録し管理するためのアクセス管理サーバ
とを有する無線ＬＡＮシステムにおける前記アクセス管理サーバであって、
　前記帯域を開放するアクセスポイントの所有者 会員登録を受
け付ける 該会員の個人情報及び会員の所有するアクセスポイントに関する情報を登
録するための会員登録手段と、
　前記アクセスポイントで開放される帯域の情報を登録するための帯域登録手段と、
　前記帯域を提供したアクセスポイントの所有者が、

アクセスポイントのエリア内において利用端末を使用する場合に、該利用端末の正当性
を認証するための端末認証手段と、
　前記帯域を開放したアクセスポイントの所有者が、 アクセスポイントのエリア内
において利用端末を使用する場合に、該他のアクセスポイントに対して、前記登録された
帯域と等価な帯域を当該利用端末に割り当てるように指示するための帯域確保通知手段と
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報を突き合わせて確認するための利用度数情報確認手段と、
　前記アクセスポイントの利用度数及び前記通信サービスの会員が納めた会費額に基づい
て、前記アクセスポイントの所有者に還元するための分配金額を所定の基準により算出す
るための分配金額算出手段と

予め通信サービスの会員として登録された会員の利用端末と、前記通信サービスの会員に
所有され、 当該所有者以外の会員の

前記通信サービスの会員に所有され、
当該所有者以外の会員の

を前記会員として登録する
際に、

前記帯域を開放するアクセスポイントの所有者以外の会員の

　前記アクセスポイントにおける利用度数の情報と、前記中継用端末における利用度数の
情報と、前記利用端末における利用度数の情報を所定の期間ごとに受信するための利用度
数受信手段と、
　前記アクセスポイントにおける利用度数の情報と、前記中継用端末における利用度数の
情報と、前記利用端末における利用度数の情報を突き合わせて確認するための利用度数情
報確認手段と、
　前記利用度数及び前記通信サービスの会員が納めた会費額に基づいて、前記アクセスポ
イントの所有者及び中継用端末の所有者に還元するための分配金額を所定の基準により算
出するための分配金額算出手段と

予め通信サービスの会員として登録された会員の利用端末と、前記通信サービスの会員に
所有され、 当該所有者以外の会員の

を前記会員として登録する
際に、

当該所有者以外の会員が所有する他
の

該他の



　を具備することを特徴とする無線ＬＡＮシステムのアクセス管理サーバ。
【請求項４】
前記アクセスポイントのエリア内に設備された中継用端末の所有者

会員登録を受け付ける 該会員の個人情報及び会員の所有する中継用端末に関す
る情報を登録するための会員登録手段と、
　前記アクセスポイント及び中継用端末で開放される帯域の情報を登録するための帯域登
録手段と、
　前記中継用端末の所有者が、 他の中継用端末のエリア
内において利用端末を使用する場合に、該利用端末及び中継用端末の認証を行うための端
末認証手段と、
　前記中継用端末の所有者が 中継用端末のエリア内において利用端末を使用する場
合に、該他の中継用端末に対して、前記登録された帯域と等価な帯域を当該利用端末に割
り当てるように指示するための帯域確保通知手段と
　をさらに具備することを特徴とする請求項 に記載の無線ＬＡＮシステムのアクセス管
理サーバ。
【請求項５】

利用可能な帯域の全部または一部を 利用端末に開放す
るアクセスポイントと、該アクセスポイントと通信ネットワークを介して接続されると共
に該アクセスポイントが開放する帯域の情報を登録し管理するためのアクセス管理サーバ
とを有する無線ＬＡＮシステムにおける前記アクセス管理サーバによるアクセス管理方法
であって、
　前記帯域を開放するアクセスポイントの所有者 会員登録を受
け付ける 該会員の個人情報及び会員の所有するアクセスポイントに関する情報を登
録するための会員登録手順と、
　前記アクセスポイントで提供される帯域の情報を登録するための帯域登録手順と、
　 利用端末から前記アクセス
ポイントを介した接続要求を受け付けた場合に、該利用端末の認証を行うための端末認証
手順と、
　前記端末認証手順による利用端末の認証が正常に行われた場合に、前記アクセスポイン
トに対して、当該利用端末による帯域の利用を許可するように通知するための利用許可通
知手順と、
　

　を含むことを特徴とするアクセス管理方法。
【請求項６】
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を前記会員として登録
する 際に、

当該所有者以外の会員が所有する

該他の

３

予め通信サービスの会員として登録された会員の利用端末と、前記通信サービスの会員に
所有され、 当該所有者以外の会員の

を前記会員として登録する
際に、

前記帯域を開放するアクセスポイントの所有者以外の会員の

前記アクセスポイントにおける利用度数の情報と、前記利用端末における利用度数の情
報を所定の期間ごとに受信するための利用度数受信手順と、
　前記アクセスポイントにおける利用度数の情報と、前記利用端末における利用度数の情
報を突き合わせて確認するための利用度数情報確認手順と、
　前記アクセスポイントの利用度数及び前記通信サービスの会員が納めた会費額に基づい
て、前記アクセスポイントの所有者に還元するための分配金額を所定の基準により算出す
るための分配金額算出手順と

予め通信サービスの会員として登録された会員の利用端末と、前記通信サービスの会員に
所有され、利用可能な帯域の全部または一部を当該所有者以外の会員の利用端末に開放す
る中継用端末と、前記通信サービスの会員に所有され、利用可能な帯域の全部または一部
を当該所有者以外の会員の前記中継用端末に開放するアクセスポイントと、前記アクセス
ポイントと通信ネットワークを介して接続されると共に前記アクセスポイント及び中継用
端末が開放する帯域の情報を登録し管理するためのアクセス管理サーバとを有する無線Ｌ
ＡＮシステムにおける前記アクセス管理サーバによるアクセス管理方法であって、
　前記アクセスポイント及び中継用端末の所有者を前記会員として登録する会員登録を受
け付ける際に、該会員の個人情報及び会員の所有するアクセスポイント及び中継用端末に



【請求項７】

利用可能な帯域の全部または一部を 利用端末に開放す
るアクセスポイントと、該アクセスポイントと通信ネットワークを介して接続されると共
に該アクセスポイントが開放する帯域の情報を登録し管理するためのアクセス管理サーバ
とを有する無線ＬＡＮシステムにおける前記アクセス管理サーバによるアクセス管理方法
であって、
　前記帯域を開放するアクセスポイントの所有者 会員登録を受
け付ける 該会員の個人情報及び会員の所有するアクセスポイントに関する情報を登
録するための会員登録手順と、
　前記アクセスポイントで開放される帯域の情報を登録するための帯域登録手順と、
　前記帯域を提供したアクセスポイントの所有者が、

アクセスポイントのエリア内において利用端末を使用する場合に、該利用端末の正当性
を認証するための端末認証手順と、
　前記帯域を開放したアクセスポイントの所有者が、 アクセスポイントのエリア内
において利用端末を使用する場合に、該他のアクセスポイントに対して、前記登録された
帯域と等価な帯域を当該利用端末に割り当てるように指示するための帯域確保通知手順と
　を含むことを特徴とするアクセス管理方法。
【請求項８】

利用可能な帯域の全部または一部を 利用端末に開放す
るアクセスポイントと、該アクセスポイントと通信ネットワークを介して接続されると共
に該アクセスポイントが開放する帯域の情報を登録し管理するためのアクセス管理サーバ
とを有する無線ＬＡＮシステムにおける前記アクセス管理サーバ内のコンピュータに、
　前記帯域を開放するアクセスポイントの所有者 会員登録を受
け付ける 該会員の個人情報及び会員の所有するアクセスポイントに関する情報を登
録するための会員登録手順と、
　前記アクセスポイントで提供される帯域の情報を登録するための帯域登録手順と、
　 利用端末から前記アクセス
ポイントを介した接続要求を受け付けた場合に、該利用端末の認証を行うための端末認証
手順と、
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関する情報を登録するための会員登録手順と、
　前記アクセスポイント及び中継用端末で開放される帯域の情報を登録するための帯域登
録手順と、
　前記帯域を開放するアクセスポイントの所有者以外の会員の利用端末から前記中継用端
末及びアクセスポイントを介した接続要求を受け付けた場合に、該利用端末及び中継用端
末の認証を行うための端末認証手順と、
　前記端末認証手順による利用端末及び中継用端末の認証が正常に行われた場合に、前記
アクセスポイント及び中継用端末に対して、当該利用端末による帯域の利用を許可するよ
うに通知するための利用許可通知手順と、
　前記アクセスポイントにおける利用度数の情報と、前記中継用端末における利用度数の
情報と、前記利用端末における利用度数の情報を所定の期間ごとに受信するための利用度
数受信手順と、
　前記アクセスポイントにおける利用度数の情報と、前記中継用端末における利用度数の
情報と、前記利用端末における利用度数の情報を突き合わせて確認するための利用度数情
報確認手順と、
　前記利用度数及び前記通信サービスの会員が納めた会費額に基づいて、前記アクセスポ
イントの所有者及び中継用端末の所有者に還元するための分配金額を所定の基準により算
出するための分配金額算出手順と
　を含むことを特徴とするアクセス管理方法。

予め通信サービスの会員として登録された会員の利用端末と、前記通信サービスの会員に
所有され、 当該所有者以外の会員の

を前記会員として登録する
際に、

当該所有者以外の会員が所有する他
の

該他の

予め通信サービスの会員として登録された会員の利用端末と、前記通信サービスの会員に
所有され、 当該所有者以外の会員の

を前記会員として登録する
際に、

前記帯域を開放するアクセスポイントの所有者以外の会員の



　前記端末認証手順による利用端末の認証が正常に行われた場合に、前記アクセスポイン
トに対して、当該利用端末による帯域の利用を許可するように通知するための利用許可通
知手順と、
　

　を実行させるためのプログラム。
【請求項９】

【請求項１０】

利用可能な帯域の全部または一部を 利用端末に開放す
るアクセスポイントと、該アクセスポイントと通信ネットワークを介して接続されると共
に該アクセスポイントが開放する帯域の情報を登録し管理するためのアクセス管理サーバ
とを有する無線ＬＡＮシステムにおける前記アクセス管理サーバ内のコンピュータに、
　前記帯域を開放するアクセスポイントの所有者 会員登録を受
け付ける 該会員の個人情報及び会員の所有するアクセスポイントに関する情報を登
録するための会員登録手順と、
　前記アクセスポイントで開放される帯域の情報を登録するための帯域登録手順と、
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前記アクセスポイントにおける利用度数の情報と、前記利用端末における利用度数の情
報を所定の期間ごとに受信するための利用度数受信手順と、
　前記アクセスポイントにおける利用度数の情報と、前記利用端末における利用度数の情
報を突き合わせて確認するための利用度数情報確認手順と、
　前記アクセスポイントの利用度数及び前記通信サービスの会員が納めた会費額に基づい
て、前記アクセスポイントの所有者に還元するための分配金額を所定の基準により算出す
るための分配金額算出手順と

予め通信サービスの会員として登録された会員の利用端末と、前記通信サービスの会員に
所有され、利用可能な帯域の全部または一部を当該所有者以外の会員の利用端末に開放す
る中継用端末と、前記通信サービスの会員に所有され、利用可能な帯域の全部または一部
を当該所有者以外の会員の前記中継用端末に開放するアクセスポイントと、前記アクセス
ポイントと通信ネットワークを介して接続されると共に前記アクセスポイント及び中継用
端末が開放する帯域の情報を登録し管理するためのアクセス管理サーバとを有する無線Ｌ
ＡＮシステムにおける前記アクセス管理サーバ内のコンピュータに、
　前記アクセスポイント及び中継用端末の所有者を前記会員として登録する会員登録を受
け付ける際に、該会員の個人情報及び会員の所有するアクセスポイント及び中継用端末に
関する情報を登録するための会員登録手順と、
　前記アクセスポイント及び中継用端末で開放される帯域の情報を登録するための帯域登
録手順と、
　前記帯域を開放するアクセスポイントの所有者以外の会員の利用端末から前記中継用端
末及びアクセスポイントを介した接続要求を受け付けた場合に、該利用端末及び中継用端
末の認証を行うための端末認証手順と、
　前記端末認証手順による利用端末及び中継用端末の認証が正常に行われた場合に、前記
アクセスポイント及び中継用端末に対して、当該利用端末による帯域の利用を許可するよ
うに通知するための利用許可通知手順と、
　前記アクセスポイントにおける利用度数の情報と、前記中継用端末における利用度数の
情報と、前記利用端末における利用度数の情報を所定の期間ごとに受信するための利用度
数受信手順と、
　前記アクセスポイントにおける利用度数の情報と、前記中継用端末における利用度数の
情報と、前記利用端末における利用度数の情報を突き合わせて確認するための利用度数情
報確認手順と、
　前記利用度数及び前記通信サービスの会員が納めた会費額に基づいて、前記アクセスポ
イントの所有者及び中継用端末の所有者に還元するための分配金額を所定の基準により算
出するための分配金額算出手順と
　を実行させるためのプログラム。

予め通信サービスの会員として登録された会員の利用端末と、前記通信サービスの会員に
所有され、 当該所有者以外の会員の

を前記会員として登録する
際に、



　前記帯域を提供したアクセスポイントの所有者が、
アクセスポイントのエリア内において利用端末を使用する場合に、該利用端末の正当性

を認証するための端末認証手順と、
　前記帯域を開放したアクセスポイントの所有者が、 アクセスポイントのエリア内
において利用端末を使用する場合に、該他のアクセスポイントに対して、前記登録された
帯域と等価な帯域を当該利用端末に割り当てるように指示するための帯域確保通知手順と
　を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、アクセスポイントを使用したホットスポットやアドホックモードを使用した無
線ＬＡＮシステムのアクセス管理サーバ、及びアクセス管理方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近時、無線ＬＡＮ技術（ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ規格）を応用したシステムの発展が著し
い。この無線ＬＡＮ技術を利用することにより、インターネットアクセスや、ワイヤレス
ＩＰ電話機の利用が可能になるなど将来性が大いに期待されている。
図１４は、このような無線ＬＡＮを用いたシステムの形態を説明するための図であり、Ｉ
Ｐ網（インターネット網を含む）１０１などの通信ネットワークには、ＩＰ－ＰＢＸ（Ｉ
Ｐ交換機：ＩＰ網と構内ＬＡＮを接続する交換機）を使用した構内エリア１１０、１２０
が接続されると共に、ワイヤレスルータ１３１を用いた家庭内エリア１３０が接続される
。また、構内エリア１１０、１２０には有線によるＬＡＮの他に、アクセスポイント１１
１、１２１が設けられ無線ＬＡＮ機器が使用できるように構成されている。
【０００３】
また、ＩＰ網１０１には、アクセスポイント１４１を使用したホットスポットエリア１４
０が設けられ、このホットスポットエリア１４０を利用することにより、誰でもＩＰ電話
機の使用や、インターネットへのアクセスができるようになる。このホットスポットエリ
ア１４０は通信事業者が設備するホットスポットであり、通信事業者はファーストフード
の店内や、図書館等の公共の空間にアクセスポイント１４１を設置してインターネットア
クセスサービスなどを提供している。
【０００４】
また、図１５に示すように、最近は個人が開設するホットスポットエリア１５０も開設さ
れようになってきた。個人が開設するホットスポットエリア１５０には、喫茶店のオーナ
ーなどが店内にアクセスポイント１５１を設置し、店内の客にインターネットアクセスサ
ービスを提供するなどの例がある。
【０００５】
また、最近はホットスポットエリア１４０、１５０に、アクセスポイント１４１、１５１
の他に、中継用端末１４２、１５２を設備してアドホックエリア１４３、１５３を設ける
例も増加している。なお、アドホックエリアとは、アクセスポイントを使用することなく
、中継用端末を使用して、ごく少数の範囲で通信を行うエリアのことをいう。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
以上、ＩＰ電話機の使用やインターネットアクセスができるなど、その将来性が大いに期
待される無線ＬＡＮであるが、その普及のためには、アクセスポイントを多数設置し、そ
のエリアを拡大しユーザの利便性の向上を図ることが最重要課題である。
しかし、通信事業者はビジネスベースでアクセスポイントを設置するために、エリアの拡
大には限界があり、個人が開設するホットスポットエリアの拡大に期待するところが大き
い。現在はＡＤＳＬの普及により、家庭内においても常時接続の環境が整いつつあり、Ａ
ＤＳＬ回線の端末にアクセスポイントを接続すれば、他人も利用できるようになるが、現
在のところは、家庭内のアクセスポイントを利用するためのビジネスモデルやシステムが
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当該所有者以外の会員が所有する他
の

該他の



確立されておらず、その実現が大いに期待されている。
【０００７】
本発明はこのような問題を解決するためになされたもので、その目的は、個人が開設する
ホットスポットエリア及びアドホックエリアの拡大を促進をすることを可能にする、無線
ＬＡＮシステムのアクセス管理サーバ、及びアクセス管理方法を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、本発明の無線ＬＡＮシステ
ムのアクセス管理サーバは、

利用可能な帯域の全部または一部を
利用端末に開放するアクセスポイントと、該アクセスポイントと通信ネットワ

ークを介して接続されると共に該アクセスポイントが開放する帯域の情報を登録し管理す
るためのアクセス管理サーバとを有する無線ＬＡＮシステムにおける前記アクセス管理サ
ーバであって、前記帯域を開放するアクセスポイントの所有者
会員登録を受け付ける 該会員の個人情報及び会員の所有するアクセスポイントに関
する情報を登録するための会員登録手段と、前記アクセスポイントで提供される帯域の情
報を登録するための帯域登録手段と、

利用端末から前記アクセスポイントを介した接続要求を受け付けた場合に、該利
用端末の認証を行うための端末認証手段と、前記端末認証手段による利用端末の認証が正
常に行われた場合に、前記アクセスポイントに対して、当該利用端末による帯域の利用を
許可するように通知するための利用許可通知手段と

を具備することを特徴とする。
　これにより、利用者は利用端末を使用して、個人が開局するホットスポットエリアでイ
ンターネットアクセスサービスなどを利用できる。また、第三者に帯域を開放する個人は
、自分が設備したアクセス回線を有効利用することができる。
　

【０００９】
　また、本発明の無線ＬＡＮシステムのアクセス管理サーバは、

利用可能な帯
域の全部または一部を 利用端末に開放する中継用端末と、

利用可能な帯域の全部または一部を
前記中継用端末に開放するアクセスポイントと、前記アクセスポイントと通信ネットワ

ークを介して接続されると共に前記アクセスポイント及び中継用端末が開放する帯域の情
報を登録し管理するためのアクセス管理サーバとを有する無線ＬＡＮシステムにおける前
記アクセス管理サーバであって、前記アクセスポイント及び中継用端末の所有者

会員登録を受け付ける 該会員の個人情報及び会員の所有するアク
セスポイント及び中継用端末に関する情報を登録するための会員登録手段と、前記アクセ
スポイント及び中継用端末で開放される帯域の情報を登録するための帯域登録手段と、

利用端末から前記中継用端末及
びアクセスポイントを介した接続要求を受け付けた場合に、該利用端末及び中継用端末の
認証を行うための端末認証手段と、前記端末認証手段による利用端末及び中継用端末の認
証が正常に行われた場合に、前記アクセスポイント及び中継用端末に対して、当該利用端
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予め通信サービスの会員として登録された会員の利用端末と
、前記通信サービスの会員に所有され、 当該所有者以
外の会員の

を前記会員として登録する
際に、

前記帯域を開放するアクセスポイントの所有者以外
の会員の

前記アクセスポイントにおける利用度
数の情報と、前記利用端末における利用度数の情報を所定の期間ごとに受信するための利
用度数受信手段と、前記アクセスポイントにおける利用度数の情報と、前記利用端末にお
ける利用度数の情報を突き合わせて確認するための利用度数情報確認手段と、前記アクセ
スポイントの利用度数及び前記通信サービスの会員が納めた会費額に基づいて、前記アク
セスポイントの所有者に還元するための分配金額を所定の基準により算出するための分配
金額算出手段と

これにより、会費収入からの分配金が還元され、個人によるホットスポットの開設の動
機付けが行え、サービスエリアの拡大が促され利用者の利便性が向上する。また、アクセ
スポイントと利用端末でトラヒックの度数管理を行うので、サーバへの負荷の集中を回避
できる。

予め通信サービスの会員
として登録された会員の利用端末と、前記通信サービスの会員に所有され、

当該所有者以外の会員の 前記通
信サービスの会員に所有され、 当該所有者以外の会員
の

を前記会
員として登録する 際に、

前
記帯域を開放するアクセスポイントの所有者以外の会員の



末による帯域の利用を許可するように通知するための利用許可通知手段と、

を具備することを特徴とする。
　これにより、利用者は利用端末を使用して、個人が開局する中継用端末のエリア内でイ
ンターネットへのアクセスサービスなどを利用できる。また、第三者に帯域を開放する個
人は、自分が設備したアクセス回線を有効利用することができる。
　

【００１０】
　また、本発明の無線ＬＡＮシステムのアクセス管理サーバは、

利用可能な帯
域の全部または一部を 利用端末に開放するアクセスポイントと、
該アクセスポイントと通信ネットワークを介して接続されると共に該アクセスポイントが
開放する帯域の情報を登録し管理するためのアクセス管理サーバとを有する無線ＬＡＮシ
ステムにおける前記アクセス管理サーバであって、前記帯域を開放するアクセスポイント
の所有者 会員登録を受け付ける 該会員の個人情報及び会
員の所有するアクセスポイントに関する情報を登録するための会員登録手段と、前記アク
セスポイントで開放される帯域の情報を登録するための帯域登録手段と、前記帯域を提供
したアクセスポイントの所有者が、 アクセスポイン
トのエリア内において利用端末を使用する場合に、該利用端末の正当性を認証するための
端末認証手段と、前記帯域を開放したアクセスポイントの所有者が、 アクセスポイ
ントのエリア内において利用端末を使用する場合に、該他のアクセスポイントに対して、
前記登録された帯域と等価な帯域を当該利用端末に割り当てるように指示するための帯域
確保通知手段とを具備することを特徴とする。
　これにより、利用者は利用端末を使用して、他人が開局するホットスポットエリアでイ
ンターネットへのアクセスサービスなどを利用できる。また、他のアクセスポイントに利
用権を確保できることから、個人によるホットスポットの開設と帯域の開放の動機付けが
行え、サービスエリアの拡大が促され、利用者の利便性が向上する。また、第三者に帯域
を開放する個人は、自分が設備したアクセス回線を有効利用することができる。またさら
に、アクセスポイントでのトラヒック量を管理する手間が省けると共に、清算処理が不要
となるので、サーバのシステム構成がシンプル（簡略）となり、運用コストも低減できる
。
【００１１】
　また、本発明の無線ＬＡＮシステムのアクセス管理サーバは、

前記アクセスポイントのエリア内に設備された中継用端末の所有者
会員登録を受け付ける 該会員の個人情報及び会員の所有する中継用端末に

関する情報を登録するための会員登録手段と、前記アクセスポイント及び中継用端末で開
放される帯域の情報を登録するための帯域登録手段と、前記中継用端末の所有者が、

他の中継用端末のエリア内において利用端末を使用する場合
に、該利用端末及び中継用端末の認証を行うための端末認証手段と、前記中継用端末の所
有者が 中継用端末のエリア内において利用端末を使用する場合に、該他の中継用端
末に対して、前記登録された帯域と等価な帯域を当該利用端末に割り当てるように指示す
るための帯域確保通知手段とをさらに具備することを特徴とする。
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前記アクセス
ポイントにおける利用度数の情報と、前記中継用端末における利用度数の情報と、前記利
用端末における利用度数の情報を所定の期間ごとに受信するための利用度数受信手段と、
前記アクセスポイントにおける利用度数の情報と、前記中継用端末における利用度数の情
報と、前記利用端末における利用度数の情報を突き合わせて確認するための利用度数情報
確認手段と、前記利用度数及び前記通信サービスの会員が納めた会費額に基づいて、前記
アクセスポイントの所有者及び中継用端末の所有者に還元するための分配金額を所定の基
準により算出するための分配金額算出手段と

これにより、会費収入からの分配金が還元され、個人によるホットスポットや中継用端
末の開設の動機付けが行え、サービスエリアの拡大が促され利用者の利便性が向上する。
また、アクセスポイントと、中継用端末と、利用端末でトラヒックの度数管理を行うので
、サーバへの負荷の集中を回避できる。

予め通信サービスの会員
として登録された会員の利用端末と、前記通信サービスの会員に所有され、

当該所有者以外の会員の

を前記会員として登録する 際に、

当該所有者以外の会員が所有する他の

該他の

上記に記載の発明におい
て、 を前記会員として
登録する 際に、

当該
所有者以外の会員が所有する

該他の



　これにより、利用者は他人が開局するアドホックエリアでインターネットへのアクセス
サービスなどを利用できる。また、他の中継用端末の利用権を確保できることから、個人
によるホットスポットと中継用端末の開設と帯域の開放の動機付けが行え、サービスエリ
アの拡大が促され利用者の利便性が向上する。また、第三者に帯域を開放する個人は、自
分が設備したアクセス回線を有効利用することができる。またさらに、アクセスポイント
及び中継用端末でのトラヒック量を管理する手間が省けると共に、清算処理が不要となる
ので、サーバのシステム構成がシンプルとなり、運用コストも低減できる。
【００１２】
　また、本発明の無線ＬＡＮシステムのアクセス管理方法は、

利用可能な帯域
の全部または一部を 利用端末に開放するアクセスポイントと、該
アクセスポイントと通信ネットワークを介して接続されると共に該アクセスポイントが開
放する帯域の情報を登録し管理するためのアクセス管理サーバとを有する無線ＬＡＮシス
テムにおける前記アクセス管理サーバによるアクセス管理方法であって、前記帯域を開放
するアクセスポイントの所有者 会員登録を受け付ける 該
会員の個人情報及び会員の所有するアクセスポイントに関する情報を登録するための会員
登録手順と、前記アクセスポイントで提供される帯域の情報を登録するための帯域登録手
順と、 利用端末から前記アク
セスポイントを介した接続要求を受け付けた場合に、該利用端末の認証を行うための端末
認証手順と、前記端末認証手順による利用端末の認証が正常に行われた場合に、前記アク
セスポイントに対して、当該利用端末による帯域の利用を許可するように通知するための
利用許可通知手順と、

を含むことを
特徴とする。
　これにより、利用者は利用端末を使用して、個人が開局するホットスポットエリアでイ
ンターネットアクセスサービスなどを利用できる。また、第三者に帯域を開放する個人は
、自分が設備したアクセス回線を有効利用することができる。
【００１３】
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予め通信サービスの会員と
して登録された会員の利用端末と、前記通信サービスの会員に所有され、

当該所有者以外の会員の

を前記会員として登録する 際に、

前記帯域を開放するアクセスポイントの所有者以外の会員の

前記アクセスポイントにおける利用度数の情報と、前記利用端末に
おける利用度数の情報を所定の期間ごとに受信するための利用度数受信手順と、前記アク
セスポイントにおける利用度数の情報と、前記利用端末における利用度数の情報を突き合
わせて確認するための利用度数情報確認手順と、前記アクセスポイントの利用度数及び前
記通信サービスの会員が納めた会費額に基づいて、前記アクセスポイントの所有者に還元
するための分配金額を所定の基準により算出するための分配金額算出手順と

また、本発明の無線ＬＡＮシステムのアクセス管理方法は、予め通信サービスの会員と
して登録された会員の利用端末と、前記通信サービスの会員に所有され、利用可能な帯域
の全部または一部を当該所有者以外の会員の利用端末に開放する中継用端末と、前記通信
サービスの会員に所有され、利用可能な帯域の全部または一部を当該所有者以外の会員の
前記中継用端末に開放するアクセスポイントと、前記アクセスポイントと通信ネットワー
クを介して接続されると共に前記アクセスポイント及び中継用端末が開放する帯域の情報
を登録し管理するためのアクセス管理サーバとを有する無線ＬＡＮシステムにおける前記
アクセス管理サーバによるアクセス管理方法であって、前記アクセスポイント及び中継用
端末の所有者を前記会員として登録する会員登録を受け付ける際に、該会員の個人情報及
び会員の所有するアクセスポイント及び中継用端末に関する情報を登録するための会員登
録手順と、前記アクセスポイント及び中継用端末で開放される帯域の情報を登録するため
の帯域登録手順と、前記帯域を開放するアクセスポイントの所有者以外の会員の利用端末
から前記中継用端末及びアクセスポイントを介した接続要求を受け付けた場合に、該利用
端末及び中継用端末の認証を行うための端末認証手順と、前記端末認証手順による利用端
末及び中継用端末の認証が正常に行われた場合に、前記アクセスポイント及び中継用端末
に対して、当該利用端末による帯域の利用を許可するように通知するための利用許可通知
手順と、前記アクセスポイントにおける利用度数の情報と、前記中継用端末における利用
度数の情報と、前記利用端末における利用度数の情報を所定の期間ごとに受信するための



【００１４】
　また、本発明の無線ＬＡＮシステムのアクセス管理方法は、

利用可能な帯域
の全部または一部を 利用端末に開放するアクセスポイントと、該
アクセスポイントと通信ネットワークを介して接続されると共に該アクセスポイントが開
放する帯域の情報を登録し管理するためのアクセス管理サーバとを有する無線ＬＡＮシス
テムにおける前記アクセス管理サーバによるアクセス管理方法であって、前記帯域を開放
するアクセスポイントの所有者 会員登録を受け付ける 該
会員の個人情報及び会員の所有するアクセスポイントに関する情報を登録するための会員
登録手順と、前記アクセスポイントで開放される帯域の情報を登録するための帯域登録手
順と、前記帯域を提供したアクセスポイントの所有者が、

アクセスポイントのエリア内において利用端末を使用する場合に、該利用端末の正
当性を認証するための端末認証手順と、前記帯域を開放したアクセスポイントの所有者が
、 アクセスポイントのエリア内において利用端末を使用する場合に、該他のアクセ
スポイントに対して、前記登録された帯域と等価な帯域を当該利用端末に割り当てるよう
に指示するための帯域確保通知手順とを含むことを特徴とする。
　これにより、利用者は利用端末を使用して、他人が開局するホットスポットエリアでイ
ンターネットへのアクセスサービスなどを利用できる。また、他のアクセスポイントに利
用権を確保できることから、個人によるホットスポットの開設と帯域の開放の動機付けが
行え、サービスエリアの拡大が促され、利用者の利便性が向上する。また、第三者に帯域
を開放する個人は、自分が設備したアクセス回線を有効利用することができる。またさら
に、アクセスポイントでのトラヒック量を管理する手間が省けると共に、清算処理が不要
となるので、サーバのシステム構成がシンプル（簡略）となり、運用コストも低減できる
。
【００１５】
　また、本発明のコンピュータプログラムは、

利用可能な帯域の全部または一
部を 利用端末に開放するアクセスポイントと、該アクセスポイン
トと通信ネットワークを介して接続されると共に該アクセスポイントが開放する帯域の情
報を登録し管理するためのアクセス管理サーバとを有する無線ＬＡＮシステムにおける前
記アクセス管理サーバ内のコンピュータに、前記帯域を開放するアクセスポイントの所有
者 会員登録を受け付ける 該会員の個人情報及び会員の所
有するアクセスポイントに関する情報を登録するための会員登録手順と、前記アクセスポ
イントで提供される帯域の情報を登録するための帯域登録手順と、

利用端末から前記アクセスポイントを介した接続要
求を受け付けた場合に、該利用端末の認証を行うための端末認証手順と、前記端末認証手
順による利用端末の認証が正常に行われた場合に、前記アクセスポイントに対して、当該
利用端末による帯域の利用を許可するように通知するための利用許可通知手順と、

を実行させるためのプログラムである。
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利用度数受信手順と、前記アクセスポイントにおける利用度数の情報と、前記中継用端末
における利用度数の情報と、前記利用端末における利用度数の情報を突き合わせて確認す
るための利用度数情報確認手順と、前記利用度数及び前記通信サービスの会員が納めた会
費額に基づいて、前記アクセスポイントの所有者及び中継用端末の所有者に還元するため
の分配金額を所定の基準により算出するための分配金額算出手順とを含むことを特徴とす
る。

予め通信サービスの会員と
して登録された会員の利用端末と、前記通信サービスの会員に所有され、

当該所有者以外の会員の

を前記会員として登録する 際に、

当該所有者以外の会員が所有す
る他の

該他の

予め通信サービスの会員として登録された
会員の利用端末と、前記通信サービスの会員に所有され、

当該所有者以外の会員の

を前記会員として登録する 際に、

前記帯域を開放するア
クセスポイントの所有者以外の会員の

前記ア
クセスポイントにおける利用度数の情報と、前記利用端末における利用度数の情報を所定
の期間ごとに受信するための利用度数受信手順と、前記アクセスポイントにおける利用度
数の情報と、前記利用端末における利用度数の情報を突き合わせて確認するための利用度
数情報確認手順と、前記アクセスポイントの利用度数及び前記通信サービスの会員が納め
た会費額に基づいて、前記アクセスポイントの所有者に還元するための分配金額を所定の
基準により算出するための分配金額算出手順と



【００１６】
　

【００１７】
　また、本発明のコンピュータプログラムは、

利用可能な帯域の全部または一
部を 利用端末に開放するアクセスポイントと、該アクセスポイン
トと通信ネットワークを介して接続されると共に該アクセスポイントが開放する帯域の情
報を登録し管理するためのアクセス管理サーバとを有する無線ＬＡＮシステムにおける前
記アクセス管理サーバ内のコンピュータに、前記帯域を開放するアクセスポイントの所有
者 会員登録を受け付ける 該会員の個人情報及び会員の所
有するアクセスポイントに関する情報を登録するための会員登録手順と、前記アクセスポ
イントで開放される帯域の情報を登録するための帯域登録手順と、前記帯域を提供したア
クセスポイントの所有者が、 アクセスポイントのエ
リア内において利用端末を使用する場合に、該利用端末の正当性を認証するための端末認
証手順と、前記帯域を開放したアクセスポイントの所有者が、 アクセスポイントの
エリア内において利用端末を使用する場合に、該他のアクセスポイントに対して、前記登
録された帯域と等価な帯域を当該利用端末に割り当てるように指示するための帯域確保通
知手順とを実行させるためのプログラムである。
【００１８】
【発明の実施の形態】
次に本発明の実施の形態例について図面を参照して説明する。
【００１９】
本発明によるサービスの形態としては、アクセス系サービスと中継系サービスがある。両
サービスとも会員制を前提とし、会員になるためには会費を納めるものとする。
【００２０】
［サービス形態］
（１）アクセス系サービス
アクセス系サービスは、図１の収入分配モデルのアクセス系サービスについて説明するた
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また、本発明のコンピュータプログラムは、予め通信サービスの会員として登録された
会員の利用端末と、前記通信サービスの会員に所有され、利用可能な帯域の全部または一
部を当該所有者以外の会員の利用端末に開放する中継用端末と、前記通信サービスの会員
に所有され、利用可能な帯域の全部または一部を当該所有者以外の会員の前記中継用端末
に開放するアクセスポイントと、前記アクセスポイントと通信ネットワークを介して接続
されると共に前記アクセスポイント及び中継用端末が開放する帯域の情報を登録し管理す
るためのアクセス管理サーバとを有する無線ＬＡＮシステムにおける前記アクセス管理サ
ーバ内のコンピュータに、前記アクセスポイント及び中継用端末の所有者を前記会員とし
て登録する会員登録を受け付ける際に、該会員の個人情報及び会員の所有するアクセスポ
イント及び中継用端末に関する情報を登録するための会員登録手順と、前記アクセスポイ
ント及び中継用端末で開放される帯域の情報を登録するための帯域登録手順と、前記帯域
を開放するアクセスポイントの所有者以外の会員の利用端末から前記中継用端末及びアク
セスポイントを介した接続要求を受け付けた場合に、該利用端末及び中継用端末の認証を
行うための端末認証手順と、前記端末認証手順による利用端末及び中継用端末の認証が正
常に行われた場合に、前記アクセスポイント及び中継用端末に対して、当該利用端末によ
る帯域の利用を許可するように通知するための利用許可通知手順と、前記アクセスポイン
トにおける利用度数の情報と、前記中継用端末における利用度数の情報と、前記利用端末
における利用度数の情報を所定の期間ごとに受信するための利用度数受信手順と、前記ア
クセスポイントにおける利用度数の情報と、前記中継用端末における利用度数の情報と、
前記利用端末における利用度数の情報を突き合わせて確認するための利用度数情報確認手
順と、前記利用度数及び前記通信サービスの会員が納めた会費額に基づいて、前記アクセ
スポイントの所有者及び中継用端末の所有者に還元するための分配金額を所定の基準によ
り算出するための分配金額算出手順とを実行させるためのプログラムである。

予め通信サービスの会員として登録された
会員の利用端末と、前記通信サービスの会員に所有され、

当該所有者以外の会員の

を前記会員として登録する 際に、

当該所有者以外の会員が所有する他の

該他の



めの図に示すように、登録した会員１が利用端末１ａから、別の登録会員３が所有するア
クセスポイント３ａを利用して、ＩＰ網（インターネット網を含む）４などの通信ネット
ワークにアクセスし、アクセス管理サーバ（単に「サーバ」ともいう）１０の管理の基に
、相手端末５と通信を行うことを可能にするサービスである。なお、利用端末１ａとして
は、無線ＬＡＮ機能を有するパーソナルコンピュータ、ＰＤＡなどの携帯端末、ＩＰ電話
機などが使用できる。
（２）中継系サービス
また、中継系サービスは、図２の収入分配モデルの中継系サービスについて説明するため
の図に示すように、登録した会員１が利用端末１ａから、別の登録会員２が所有する中継
用端末２ａを介して、さらに別の登録会員３が所有するアクセスポイント３ａを利用して
ＩＰ網４などの通信ネットワークにアクセスし、サーバ１０の管理の基に、相手端末５と
通信を行うことを可能にするサービスである。なお、中継用端末２ａとしては、無線ＬＡ
Ｎ中継機能を有するパーソナルコンピュータ、ＰＤＡ等の携帯端末、ＩＰ電話機等が使用
できる。
【００２１】
また、アクセス系サービス及び中継系サービスを運用するビジネスモデルには、利用トラ
ヒックに応じて収入を分配するモデルと、帯域を交換するモデルがある。
【００２２】
［利用トラヒックに応じて収入を分配するモデル］
このモデルは、図１及び図２に示すアクセスポイント３ａ、中継用端末２ａ及び利用端末
１ａにおいて、利用度数を通信毎に記録しておき、定期的（例えば、１ヶ月毎）に、利用
度数の総額を計算し、トラヒックに応じて会費収入を分配するモデルである。この「利用
トラヒックに応じて収入を分配するモデル」には、以下の特徴がある。
・アクセスポイント３ａ、中継用端末２ａ及び利用端末１ａでの利用トラヒックの度数管
理を行い、通信毎に利用度数の情報がサーバ１０に流れないようにして、サーバ１０の過
負荷を押さえている。
・すべてのアクセスポイント３ａ、中継用端末２ａ及び利用端末１ａから「利用状況」を
定期的（例えば、月１回）に申告させ、それらから得た情報をクロスチェックにより突き
合わせして、不正申告や誤りを抑制する。
・利用トラヒックに応じて会費収入の分配額を決定する。
・会費収入の還元により、会員に対して帯域提供やエリア拡大のインセンティブ（行動を
促す動機付け）を設けることができる。
【００２３】
以下、利用トラヒックに応じて収入を分配するモデルにおける、アクセス系サービスと中
継系サービスの２種類の場合について説明する。
【００２４】
１．アクセス系サービスの場合
最初に、アクセス系サービスにおける利用トラヒックに応じて収入を分配するモデルにつ
いて説明する。
アクセス系サービスのシステム構成は、先に説明したように、図１に示すシステム構成と
なり、ＩＰ網４に接続されるサーバ１０、登録した会員３が所有するアクセスポイント３
ａ、登録した会員１が所有する利用端末１ａ、及び相手端末５から構成される。
また、サーバ１０は、以下の機能を有する。
・会員登録機能２１は、利用可能な帯域の全部または一部を他の利用端末１ａに開放する
アクセスポイント３ａの所有者の会員登録を受け付けると共に、該会員３の個人情報及び
会員３の所有するアクセスポイント３ａ及び会員１の所有する利用端末１ａに関する情報
を会員管理データベース（会員管理ＤＢ）１１に登録するための機能である。
・帯域登録機能２２は、アクセスポイント３ａが開放（提供）する帯域（例えば、６４Ｋ
ｂｐｓなど）の情報を帯域管理データベース（帯域管理ＤＢ）１２に登録するための機能
である。
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・端末認証機能２３は、利用端末１ａからアクセスポイント３ａを介して接続要求を受け
付けた場合に、会員管理ＤＢ１１を参照して、該利用端末１ａの認証を行うための機能で
ある。
・利用許可通知機能２４は、端末認証機能２３による利用端末１ａの認証が正常に行われ
た場合に、アクセスポイント３ａに対して帯域の利用を許可するように通知するための機
能である。
・利用度数受信機能２５は、アクセスポイント３ａにおける利用度数の情報と、利用端末
１ａにおける利用度数の情報を所定の期間ごとに受信するための機能である。
・利用度数情報確認機能２６は、アクセスポイント３ａにおける利用度数の情報と、利用
端末１ａにおける利用度数の情報を突き合わせてチェックするための機能である。
・分配金額算出機能２７は、アクセスポイント３ａの利用度数に応じて、該アクセスポイ
ント３ａの所有者に還元する、会員の会費収入からの分配金額を所定の基準により算出す
るための機能である。
【００２５】
また、会員管理ＤＢ１１、帯域管理ＤＢ１２、及び利用状況管理ＤＢ１３には、上記各機
能を実行する際に必要となるデータが記録されており、会員管理ＤＢ１１に記録されるデ
ータの内容を図１１に、帯域管理ＤＢ１２に記録されるデータの内容を図１２に、利用状
況管理ＤＢ１３に記録されるデータの内容を図１３に示す。
【００２６】
また、図５は、利用トラヒックに応じて収入を分配するモデルにおけるアクセス系サービ
スの処理手順について説明するための図であり、以下、図５を基に、アクセス系サービス
における、利用トラヒックに応じて収入を分配する手順について説明する。
（１）利用端末１ａからサーバ１０に接続要求を出す（ステップＳ１）。
（２）サーバ１０は、会員１の利用端末１ａからの接続要求を受け付けると、サーバ１０
と利用端末１ａ間で利用端末１ａの端末認証を行う（ステップＳ２）。
（３）端末認証がＯＫ（正当性の確認）であれば、サーバ１０の会員管理ＤＢ１１を参照
して、接続要求を行った会員１の会員資格の確認（例えば、会費の滞納チェック）を行う
（ステップＳ３）。会員資格の確認が正常に行われた場合は、アクセスポイント３ａに対
して利用許可を通知する（ステップＳ４）。
（４）アクセスポイント３ａでは、利用端末１ａに対して、必要な帯域を開放し割り当て
（ステップＳ５）、利用端末１ａと相手端末５との間で通信を行うことができる（ステッ
プＳ６）。
（５）通信を終了すると、利用端末１ａとアクセスポイント３ａでは「利用度数」を記録
しておく（ステップＳ７、Ｓ８）。
（６）サーバ１０では、定期的（例えば、毎月１回）に「利用度数」の報告要求をアクセ
スポイント３ａ、利用端末１ａに対して発出する（ステップＳ９、Ｓ１１）。
（７）「利用度数の報告要求」を受けたアクセスポイント３ａは、１ヶ月間の利用端末１
ａごとの利用時間、利用帯域をサーバ１０に通知する（ステップＳ１０）。
（８）また、「利用度数の報告要求」を受けた利用端末１ａは、１ヶ月間の利用状況につ
いて、利用したアクセスポイント３ａごとに、その利用時間、利用帯域をサーバ１０に通
知する（ステップＳ１２）。
（９）サーバ１０では、サーバ１０に通知された全アクセスポイント３ａと全利用端末１
ａの利用状況の情報を突き合わせ（クロスチェック）し、報告について不正や誤りがない
ことを確認する。また、全体の利用総数に対するアクセスポイント３ａの利用比率を求め
、会費収入の分配額を算出する。また、分配額をアクセスポイント３ａの各所有者に還元
する（ステップＳ１３）。
【００２７】
２．中継系サービスの場合
次に、中継系サービスにおける利用トラヒックに応じて収入を分配するモデルについて説
明する。
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【００２８】
中継系サービスのシステム構成は、先に説明したように、図２に示すシステム構成となり
、ＩＰ網４及びＩＰ網４に接続されたサーバ１０、会員１の所有する利用端末１ａ、会員
２が所有する中継用端末２ａ、会員３が所有するアクセスポイント３ａ、相手端末５から
構成される。
また、サーバ１０には以下の機能が含まれる。
・会員登録機能２１ａは、利用可能な帯域の全部または一部を他の中継用端末２ａに開放
するアクセスポイント３ａの所有者（会員３）と、利用可能な帯域の全部または一部を他
の利用端末１ａに開放する中継用端末２ａの所有者（会員２）の会員登録を受け付けると
共に、該会員の個人情報及び会員の所有するアクセスポイント３ａ及び中継用端末２ａ及
び利用端末１ａに関する情報を会員管理ＤＢ１１に登録するための機能である。
・帯域登録機能２２ａは、アクセスポイント３ａが開放（提供）する帯域の情報と、中継
用端末２ａが開放する帯域の情報を帯域管理ＤＢ１２に登録するための機能である。
・端末認証機能は前２３ａは、利用端末１ａから中継用端末２ａ及びアクセスポイント３
ａを介して接続要求を受け付けた場合に、該利用端末１ａ及び中継用端末２ａの認証を行
うための機能である。
・利用許可通知機能２４ａは、端末認証機能２３ａによる利用端末１ａ及び中継用端末２
ａの認証が正常に行われた場合に、アクセスポイント３ａと中継用端末２ａに対して帯域
の利用を許可するように通知するための機能である。
・利用度数受信機能２５ａは、アクセスポイント３ａにおける利用度数の情報と、中継用
端末２ａにおける利用度数の情報と、利用端末１ａにおける利用度数の情報を所定の期間
ごとに受信するための機能である。
・利用度数情報確認機能２６ａは、アクセスポイント３ａにおける利用度数の情報と、中
継用端末２ａにおける利用度数の情報と、利用端末１ａにおける利用度数の情報を突き合
わせてチェックするための機能である。
・分配金額算出機能２７ａは、アクセスポイント３ａ及び中継用端末２ａの利用度数に応
じて、該アクセスポイント３ａ及び中継用端末２ａの所有者に対して還元する、会員の会
費収入からの分配金額を所定の基準により算出するための機能である。
【００２９】
また、会員管理ＤＢ１１に記録されるデータの内容を図１１に、帯域管理ＤＢ１２に記録
されるデータの内容を図１２に、利用状況管理ＤＢ１３に記録されるデータの内容を図１
３に示す。
【００３０】
また、図６は、利用トラヒックに応じて収入を分配するモデルにおける中継系サービスの
処理手順について説明するための図であり、以下、図６を基に、中継系サービスにおける
、利用トラヒックに応じて収入を分配する手順について説明する。
（１）利用端末１ａからサーバ１０に接続要求を出す（ステップＳ２１）。
（２）サーバ１０は利用端末１ａからの接続要求を受け付けると、サーバ１０と利用端末
１ａ間、及びサーバ１０と中継用端末２ａ間で端末認証を行う（ステップＳ２２、Ｓ２３
）。
【００３１】
（３）端末認証がＯＫ（正常に認証）であれば、サーバ１０の会員管理ＤＢ１１を参照し
て、接続要求を行った利用者（会員１）及び中継用端末２ａを所有する会員２の会員資格
の確認（例えば、会費の滞納チェック）を行う（ステップＳ２４）。会員資格の確認が正
常に行われた場合は、アクセスポイント３ａと中継用端末２ａに対して利用許可を通知す
る（ステップＳ２５、Ｓ２７）。
（４）アクセスポイント３ａでは、中継用端末２ａに対して必要な帯域を開放し割り当て
（ステップＳ２６）、中継用端末２ａは利用端末１ａに対して必要な帯域を開放し割り当
て（ステップＳ２８）、利用端末１ａと相手端末５との間で通信を行うことができる（ス
テップＳ２９）。
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（５）通信を終了すると、利用端末１ａと、中継用端末２ａと、アクセスポイント３ａで
は「利用度数」を記録しておく（ステップＳ３０、Ｓ３１、Ｓ３２）。
（６）サーバ１０では、定期的（例えば、毎月１回）に「利用度数」の報告要求をアクセ
スポイント３ａ、中継用端末２ａ、利用端末１ａに対して発出する（ステップＳ３３、Ｓ
３５、Ｓ３７）。
（７）「利用度数の報告要求」を受けたアクセスポイント３ａは、１ヶ月間の利用端末１
ａ及び中継用端末２ａごとの利用時間、利用帯域をサーバ１０に通知する（ステップＳ３
４）。
【００３２】
（８）また、サーバ１０から「利用度数の報告要求」を受けた中継用端末２ａは、１ヶ月
間の利用状況について、利用したアクセスポイント３ａ及び帯域を提供した利用端末１ａ
ごとに、その利用時間、利用帯域をサーバ１０に通知する（ステップＳ３６）。
（９）また、「利用度数の報告要求」を受けた利用端末１ａは、１ヶ月間の利用状況につ
いて、利用した中継用端末２ａごとに、その利用時間、利用帯域をサーバ１０に通知する
（ステップＳ３８）。
（１０）サーバ１０では、サーバ１０に通知された全アクセスポイント３ａと、全中継用
端末２ａと、全利用端末１ａの利用状況の情報を突き合わせ（クロスチェック）し、報告
について不正や誤りがないことを確認する。
（１１）また、全体の利用総数に対するアクセスポイント３ａ及び中継用端末２ａの利用
比率を求め、会費収入の分配額を算出する。また、分配額を各アクセスポイント３ａの所
有者、及び各中継用端末２ａの所有者に還元する。
【００３３】
［帯域を交換するモデル］
このモデルには、以下のような機能が含まれている。
・個人（会員）が開設するホットスポット（アクセスポイントのエリア）において、自分
が所有する設備（アクセスポイント）の帯域の一部を第三者に開放することにより、自分
が他のアクセスポイントに行った場合に、自設備で提供した帯域分だけを利用できるよう
にする。また、第三者に開放する帯域を予めサーバ１０に登録しておく。帯域の提供者が
別のアクセスポイントを利用するときは、サーバ１０に登録してある帯域を参照して、帯
域の割り当てを行う。
・中継系サービスでは、自分の中継用端末の中継機能が備える帯域の一部を第三者に開放
することにより、その対価として別の場所で他人の中継用端末の帯域の一部を利用して、
アクセスポイントのエリア外から通信できる。
・この帯域交換モデルでは、利用トラヒックに応じて収入を分配するモデルに比べて、ア
クセスポイントや各端末における利用度数の記録機能が不要になるとともに、サーバ１０
側においても利用度数のチェックや、分配額計算の機能が不要になり、シンプルなシステ
ム構成を実現できる。
・また、他のアクセスポイントの利用権を与えることにより、会員に対して帯域提供やエ
リア拡大のインセンティブを設けることができる。
【００３４】
以下、帯域を交換するモデルについて、アクセス系サービスと中継系サービスの場合につ
いて説明する。
【００３５】
１．アクセス系サービスの場合
最初に、「帯域を交換するモデル」のアクセス系サービスについて説明する。
アクセス系サービスのシステム構成は、図３に示すシステム構成となり、ＩＰ網４に接続
されるサーバ１０、会員３が所有するアクセスポイント３ａ、会員１が所有する利用端末
１ａ、及び相手端末５から構成される。
また、サーバ１０には以下の機能が含まれる。
・会員登録機能３１は、利用可能な帯域の全部または一部を他の利用端末に開放するアク

10

20

30

40

50

(15) JP 3880903 B2 2007.2.14



セスポイント３ａの所有者（会員３）の会員登録を受け付けると共に、該会員３の個人情
報及び会員３の所有するアクセスポイント３ａ及び会員１の所有する利用端末１ａに関す
る情報を会員管理ＤＢ１１に登録するための機能である。
・帯域登録機能３２は、アクセスポイント３ａが開放（提供）する帯域の情報を帯域管理
ＤＢ１２に登録するための機能である。
・端末認証機能３３は、利用端末１ａからアクセスポイント３ａを介して接続要求を受け
付けた場合に、該利用端末１ａの認証を行うための機能である。
・帯域確保通知機能３４は、帯域を開放したアクセスポイント３ａの所有者３が、他のア
クセスポイントのエリア内において利用端末１ａを使用する場合に、該他のアクセスポイ
ントに対して、開放された帯域と等価な帯域を割り当てるよう指示するための機能である
。
【００３６】
また、図７は、「帯域を交換するモデル」におけるアクセス系サービスの処理手順につい
て説明するための図であり、以下、図７を基に、アクセス系サービスにおける帯域交換の
処理手順について説明する。
【００３７】
（１）アクセスポイント３ａの所有者（会員３）は、事前に自分が開放（提供）する帯域
をサーバ１０に通知し、サーバ１０の帯域管理ＤＢ１２に登録しておく（ステップＳ４１
）。
（２）アクセスポイント３ａの所有者が別の場所に行き、利用端末１ａの立場でＩＰ網４
にアクセスする場合には、まず利用端末１ａからサーバ１０に接続要求を出す（ステップ
Ｓ４２）。
（３）サーバ１０は、利用端末１ａからの接続要求を受け付けると、サーバ１０と利用端
末１ａ間で利用端末１ａの端末認証を行う（ステップＳ４３）。
（４）端末認証がＯＫ（正常に認証）であれば、サーバ１０の会員管理ＤＢ１１を参照し
て、接続要求を行った利用者の会員資格を確認（例えば、会費の滞納チェック）し、また
利用可能な帯域を確認する（ステップＳ４４）。
（５）会員資格の確認が正常に行われた場合は、アクセスポイント３ａに対して利用許可
を通知する（ステップＳ４５）。
（６）アクセスポイント３ａでは、利用端末１ａに対して、必要な帯域を開放し割り当て
（ステップＳ４６）、利用端末１ａと相手端末５との間で通信を行う（ステップＳ４７）
。
【００３８】
２．中継系サービスの場合
次に、「帯域を交換するモデル」の中継系サービスについて説明する。
【００３９】
中継系サービスのシステム構成は、図４に示すシステム構成となり、ＩＰ網４及びＩＰ網
４に接続されるサーバ１０、会員１の所有する利用端末１ａ、会員２が所有する中継用端
末２ａ、会員３が所有するアクセスポイント３ａ、及び相手端末５から構成される。
また、サーバ１０には以下の機能が含まれる。
・会員登録機能３１ａは、利用可能な帯域の全部または一部を他の中継用端末２ａに開放
するアクセスポイント３ａの所有者（会員３）と、利用可能な帯域の全部または一部を他
の利用端末１ａに開放する中継用端末２ａの所有者（会員２）の会員登録を受け付けると
共に、該会員の個人情報及び会員の所有するアクセスポイント３ａ及び中継用端末２ａ及
び利用端末１ａに関する情報を会員管理ＤＢ１１に登録するための機能である。
・帯域登録機能３２ａは、アクセスポイント３ａが開放（提供）する帯域の情報と、中継
用端末２ａが開放する帯域の情報を帯域管理ＤＢ１２に登録するための機能である。
・端末認証機能３３ａは、利用端末１ａから、中継用端末２ａ及びアクセスポイント３ａ
を介して、接続要求を受け付けた場合に、該利用端末１ａ及び中継用端末２ａの認証を行
うための機能である。
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・帯域確保通知機能３４ａは、帯域を開放した中継用端末２ａの所有者が、他の中継用端
末のエリア内において利用端末を使用する場合に、該他の中継用端末に対して、開放され
た帯域と等価な帯域を割り当てるよう指示するための機能である。
【００４０】
また、図８は、「帯域を交換するモデル」における中継系サービスの処理手順について説
明するための図であり、以下、図８を基に、中継系サービスにおける帯域交換の処理手順
について説明する。
【００４１】
（１）アクセスポイント３ａの所有者（会員３）及び中継用端末２ａの所有者（会員３）
は、事前に自分が提供する帯域をサーバ１０に通知し、サーバ１０の帯域管理ＤＢ１２に
登録しておく（ステップＳ５１、Ｓ５２）。
（２）アクセスポイント３ａの所有者または中継用端末２ａの所有者が別の場所に行き、
利用端末１ａの立場でＩＰ網４にアクセスする場合には、まず利用端末１ａからサーバ１
０に接続要求を出す（ステップＳ５３）。
（３）サーバ１０は、利用端末１ａからの接続要求を受け付けると、サーバ１０と中継用
端末２ａ間、及びサーバ１０と利用端末１ａ間で端末認証を行う（ステップＳ５４、Ｓ５
５）。
（４）端末認証がＯＫ（正常に認証）であれば、サーバ１０の会員管理ＤＢ１１を参照し
て、接続要求を行った利用者（会員１）及び中継用端末２ａの所有者（会員２）の会員資
格を確認（例えば、会費の滞納チェック）し、また利用可能な帯域を確認する（ステップ
Ｓ５６）。
（５）会員資格の確認が正常に行われた場合は、アクセスポイント３ａと中継用端末２ａ
に対して、「帯域確保」を指示する（ステップＳ５７、Ｓ５９）。
（６）アクセスポイント３ａは中継用端末２ａに対して必要な帯域を開放するとともに、
中継用端末２ａは利用端末１ａに対して必要な帯域を開放し（ステップＳ５８、Ｓ６０）
、利用端末１ａと相手端末５との間で通信を行う（ステップＳ６１）。
【００４２】
以上、帯域を交換するモデルについて、アクセス系サービスの場合と、中継系サービスの
場合について説明したが、これらアクセス系サービスと中継系サービスが混在した形態で
サービスを提供することもできる。なお、この場合の処理手順は、「１．アクセス系サー
ビス」及び「２．中継系サービス」で示した処理手順に準ずる。
【００４３】
３．アクセスポイントの位置情報の提供
また、アクセスポイント３ａからサーバ１０に「帯域登録」が行われた場合に、アクセス
ポイント３ａの位置情報をサービスエリア情報提供用サーバに自動登録し、これにより、
利用者はサービスエリア閲覧用ブラウザ端末から、サービスエリア情報提供用サーバにア
クセスして、利用できるサービスエリアを知るようにすることもできる。
図９は、アクセス系サービスにおけるアクセスポイントの位置情報の提供の手順を示す図
であり、以下のようにして、位置情報を提供する。
（１）アクセスポイント３ａの所有者が、事前に自分が提供する帯域をサーバ１０に通知
し、サーバ１０の帯域管理ＤＢ１２に登録する（ステップＳ４１）。
（２）サーバ１０からサービスエリア情報提供用サーバ６に、帯域管理ＤＢ１２に登録さ
れたアクセスポイント３ａの位置情報を通知する（ステップＳ４８）。
（３）サービスエリア情報提供用サーバ６では、サービスエリア閲覧用ブラウザ端末７か
ら「アクセスポイントの位置情報の閲覧要求」があった場合には、「アクセスポイントの
位置情報」をサービスエリア閲覧用ブラウザ端末７に通知し、（ステップＳ４９）、サー
ビスエリア閲覧用ブラウザ端末７では地図上にアクセスポイントを表示する（ステップＳ
５０）。
【００４４】
また、図１０は、中継系サービスにおけるアクセスポイントの位置情報の提供の手順を示
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す図であり、以下のようにして、位置情報を提供する。
（１）アクセスポイント３ａの所有者が、事前に自分が提供する帯域をサーバ１０に通知
し、サーバ１０の帯域管理ＤＢ１２に登録する（ステップＳ５１）。
（２）サーバ１０からサービスエリア情報提供用サーバ６に、帯域管理ＤＢ１２に登録さ
れたアクセスポイント３ａの位置情報を通知する（ステップＳ６２）。
（３）サービスエリア情報提供用サーバ６では、サービスエリア閲覧用ブラウザ端末７か
ら「アクセスポイントの位置情報の閲覧要求」があった場合には、「アクセスポイントの
位置情報」をサービスエリア閲覧用ブラウザ端末７に通知し、（ステップＳ６３）、サー
ビスエリア閲覧用ブラウザ端末７では地図上にアクセスポイントを表示する（ステップＳ
６４）。
【００４５】
［データベースのデータ構成のデータ構成例］
また、図１１は会員管理ＤＢ１１のデータ構成例を示す図であり、会員管理ＤＢ１１には
、以下に示すデータが記録される。
・会員ＩＤ
・会費の納入状況
・登録しているサービス種別（アクセス系サービス／中継系サービス）
・会員が所有する端末のＩＰアドレスまたは電話番号
・会員が所有するアクセスポイントのＩＰアドレス
・本人認証用のデータ
（利用端末または中継用端末のＭＡＣアドレス、アクセスポイントのＭＡＣアドレス、パ
スワード）
・会員が所有するアクセスポイントの位置情報（緯度、軽度）
【００４６】
また、図１２は帯域管理ＤＢ１２のデータ構成例を示す図であり、帯域管理ＤＢ１２には
、以下に示すデータが記録される。
（ａ）アクセスポイントの帯域管理情報
・アクセスポイントのＩＰアドレス
・アクセスポイントが提供する帯域
・所有する会員のＩＤ
（ｂ）中継用端末の帯域管理情報
・中継用端末のＩＰアドレスまたは電話番号
・中継用端末が提供する帯域
・所有する会員のＩＤ
【００４７】
また、図１３は利用状況管理ＤＢのデータ構成例を示す図であり、利用状況管理ＤＢ１３
には、以下に示すデータが記録される。
（ａ）アクセスポイントの利用状況の情報
・サービスを利用した端末（利用端末または中継用端末）のＩＰアドレスまたは電話番号
・サービス利用時刻（利用開始時間、終了時間）
・サービス利用帯域
（ｂ）中継用端末の利用状況の情報
・サービスを利用した端末（利用端末または中継用端末）のＩＰアドレスまたは電話番号
・接続先（中継用端末またはアクセスポイント）のＩＰアドレスまたは電話番号
・サービス利用時刻（利用開始時間、終了時間）
・サービス利用帯域
（ｃ）利用端末の利用状況の情報
・利用端末のＩＰアドレスまたは電話番号
・接続先（中継用端末またはアクセスポイント）のＩＰアドレスまたは電話番号
・サービス利用時刻（利用開始時間、終了時間）
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・サービス利用地域
【００４８】
以上、本発明の実施の形態について説明したが、図１、図２、図３及び図４に示すサーバ
１０内の各処理機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体
に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ
、実行することにより各処理機能に必要な処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コン
ピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
【００４９】
また、「コンピュータシステム」は、ＷＷＷシステムを利用している場合であれば、ホー
ムページ提供環境（あるいは表示環境）を含むものとする。また、「コンピュータ読み取
り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ等の可般媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のこと
をいう。
さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワーク
や電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の
間、動的にプログラムを保持するもの (伝送媒体ないしは伝送波 )、その場合のサーバやク
ライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラ
ムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を
実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすで
に記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（
差分プログラム）であっても良い。
【００５０】
以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の無線ＬＡＮシステムのアクセス
管理サーバは、上述の図示例にのみ限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない
範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【００５１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の無線ＬＡＮシステムのアクセス管理サーバ及びアクセス管
理方法においては、帯域を開放するアクセスポイントの所有者とアクセスポイントで開放
（提供）される帯域の情報を登録し、利用端末から当該アクセスポイントを介した接続要
求があった場合は、当該アクセスポイントに対して帯域の利用許可を指示し、利用端末に
通信を行わせる。
これにより、利用者は利用端末を使用して、個人が開局するホットスポットエリアでイン
ターネットアクセスサービスなどを利用できる。また、第三者に帯域を開放する個人は、
自分が設備したアクセス回線を有効利用することができる。
【００５２】
また、本発明の無線ＬＡＮシステムのアクセス管理サーバにおいては、アクセスポイント
における利用度数の情報と、利用端末における利用度数の情報を所定の期間ごとに収集し
、アクセスポイントにおける利用度数に応じて、該アクセスポイントの所有者に対し、会
費収入からの分配金を算出して還元する。
これにより、会費収入からの分配金が還元され、個人によるホットスポットの開設の動機
付けが行え、サービスエリアの拡大が促され利用者の利便性が向上する。また、アクセス
ポイントと利用端末でトラヒックの度数管理を行うので、サーバへの負荷の集中を回避で
きる。
【００５３】
また、本発明の無線ＬＡＮシステムのアクセス管理サーバにおいては、帯域を開放するア
クセスポイントの所有者と、帯域を開放する中継用端末の所有者と、該アクセスポイント
及び中継用端末で開放される帯域の情報を登録し、利用端末から当該中継用端末及びアク
セスポイントを介した接続要求があった場合は、当該アクセスポイント及び中継用端末に
対し、帯域の利用を許可するように指示し、利用端末に通信を行わせる。

10

20

30

40

50

(19) JP 3880903 B2 2007.2.14



これにより、利用者は利用端末を使用して、個人が開局する中継用端末のエリア内でイン
ターネットへのアクセスサービスなどを利用できる。また、第三者に帯域を開放する個人
は、自分が設備したアクセス回線を有効利用することができ
【００５４】
また、本発明の無線ＬＡＮシステムのアクセス管理サーバにおいては、アクセスポイント
における利用度数の情報と、中継用端末における利用度数の情報と、利用端末における利
用度数の情報を所定の期間ごとに収集し、その利用度数に応じて、アクセスポイントの所
有者及び中継用端末の所有者に、会費収入からの分配金を算出して還元する。
これにより、会費収入からの分配金が還元され、個人によるホットスポットや中継用端末
の開設の動機付けが行え、サービスエリアの拡大が促され利用者の利便性が向上する。ま
た、アクセスポイントと、中継用端末と、利用端末でトラヒックの度数管理を行うので、
サーバへの負荷の集中を回避できる。
【００５５】
また、本発明の無線ＬＡＮシステムのアクセス管理サーバ及びアクセス管理方法において
は、帯域を開放するアクセスポイントの所有者と、該アクセスポイントで開放される帯域
の情報を登録する。そして、帯域を提供したアクセスポイントの所有者が、他のアクセス
ポイントにおいて利用端末を使用する場合には、該他のアクセスポイントに対し、前記登
録された帯域と等価な帯域を当該利用端末に割り当てるように指示する。
これにより、利用者は利用端末を使用して、他人が開局するホットスポットエリアでイン
ターネットへのアクセスサービスなどを利用できる。また、他のアクセスポイントに利用
権を確保できることから、個人によるホットスポットの開設と帯域の開放の動機付けが行
え、サービスエリアの拡大が促され、利用者の利便性が向上する。また、第三者に帯域を
開放する個人は、自分が設備したアクセス回線を有効利用することができる。またさらに
、アクセスポイントでのトラヒック量を管理する手間が省けると共に、清算処理が不要と
なるので、サーバのシステム構成がシンプル（簡略）となり、運用コストも低減できる。
【００５６】
また、本発明の無線ＬＡＮのアクセス管理サーバにおいては、アクセスポイントのエリア
内に設備された中継用端末の所有者と、該中継用端末で開放される帯域の情報を登録する
。そして、該中継用端末の所有者が、他の中継用端末のエリア内で利用端末を使用する場
合には、該他の中継用端末に対し、前記登録された帯域と等価な帯域を当該利用端末に割
り当てるように指示する。
これにより、利用者は他人が開局するアドホックエリアでインターネットへのアクセスサ
ービスなどを利用できる。また、他の中継用端末の利用権を確保できることから、個人に
よるホットスポットと中継用端末の開設と帯域の開放の動機付けが行え、サービスエリア
の拡大が促され利用者の利便性が向上する。また、第三者に帯域を開放する個人は、自分
が設備したアクセス回線を有効利用することができる。またさらに、アクセスポイント及
び中継用端末でのトラヒック量を管理する手間が省けると共に、清算処理が不要となるの
で、サーバのシステム構成がシンプルとなり、運用コストも低減できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　収入を分配するモデルのアクセス系サービスについて説明するための図である
。
【図２】　収入を分配するモデルの中継系サービスについて説明するための図である。
【図３】　帯域を交換するモデルのアクセス系サービスについて説明するための図である
。
【図４】　帯域を交換するモデルの中継系サービスについて説明するための図である。
【図５】　収入を分配するモデルにおけるアクセス系サービスの処理手順について説明す
るための図である。
【図６】　収入を分配するモデルにおける中継系サービスの処理手順について説明するた
めの図である。
【図７】　帯域を交換するモデルにおけるアクセス系サービスの処理手順について説明す
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るための図である。
【図８】　帯域を交換するモデルにおける中継系サービスの処理手順について説明するた
めの図である。
【図９】　アクセス系サービスにおけるアクセスポイントの位置情報の提供の手順を示す
図である。
【図１０】　中継系サービスにおけるアクセスポイントの位置情報の提供の手順を示す図
である。
【図１１】　会員管理ＤＢのデータ構成例を示す図である。
【図１２】　帯域管理ＤＢのデータ構成例を示す図である。
【図１３】　利用状況管理ＤＢのデータ構成例を示す図である。
【図１４】　無線ＬＡＮを用いたシステムの形態を説明するための図である。
【図１５】　個人が開設するホットスポットエリアについて説明するための図である。
【符号の説明】
１、２、３　会員
１ａ　利用端末
２ａ　中継用端末
３ａ　アクセスポイント
４　ＩＰ網
５　相手端末
１０　サーバ
１１　会員管理ＤＢ
１２　帯域管理ＤＢ
１３　利用状況管理ＤＢ
２１、２１ａ、３１、３１ａ　会員登録機能
２２、２２ａ、３２、３２ａ　帯域登録機能
２３、２３ａ、３３、３３ａ　端末認証機能
２４、２４ａ　利用許可通知機能
２５、２５ａ　利用度数受信機能
２６、２６ａ　利用度数情報確認機能
２７、２７ａ　分配金額算出機能
３４、３４ａ　帯域確保通知機能
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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